
令和５年度 第１回習志野市いじめ問題対策委員会 

 日時：令和５年７月１４日（金） 

１３時３０分～１４時３０分 

              場所：市庁舎３階会議室 AB 

 

会 議 次 第 

    開会 

  第１ 委員長の選出 

第２ 副委員長の選出 

第３ 会議の公開 

第４ 会議録の作成等 

第５ 会議録署名委員の指名 

第６ 議題  

 （１）いじめアンケートからの考察と本市のいじめ対策について 

※（２）重大事態の報告について 

 

第７ その他 

    閉会 

 

※は非公開の見込み 



 

令和５年度 習志野市いじめ問題対策委員会 委員 

 

 

№ 

 

 

氏 名 

 

職 業 役 職 

 

区 分 

 

１ 

 
髙
たか

橋
はし

  馨
かおる

 弁護士 
学 識 経 験 者

（法律） 

 

２ 

 
麻生
あ そ う

 博子
ひ ろ こ

 人権擁護委員 
学 識 経 験 者

（人権） 

 

３ 

 
堺
さかい

  淑子
よ し こ

 千葉県公認心理師協会 
学 識 経 験 者

（心理） 

 

４ 

 
前田
ま え だ

 泰
やす

宏
ひろ

 習志野市医師会代表 
学 識 経 験 者

（医療） 

 

５ 

 
阿部
あ べ

 学
まなぶ

 
敬愛大学教育学部准教授 

（令和５年４月１日より委嘱） 

学 識 経 験 者

（教育） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係法令 
習志野市いじめ問題対策連絡協議会、いじめ問題対策委員会 

及びいじめ問題再調査委員会設置条例第１０条及び第１１条 

任   期 令和４年４月１日～令和６年３月３１日 

 

 



習志野市いじめ問題対策委員会 座席表 

日 時  令和５年７月１４日（金）１３時３０分～１４時３０分 

会 場  習志野市役所３階 会議室 A・B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

麻生 博子 委員 

前田 泰宏 委員 

 委員長 

杉山次長 

河村指導主事 藤井指導主事 

スクリーン 

堺 淑子 委員 

近藤課長 島本部長 

 

教育長 

髙橋 馨 副委員長 

 伊藤指導主事 

傍聴席 



令和５年７月１４日(金) 習志野市いじめ問題対策委員会資料
習志野市 学校教育部指導課津田沼小学校

いじめアンケートからの考察と
習志野市のいじめ対策について

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

ご当地キャラクター

ナラシド♪ 1

2

いじめの認知件数の過去１０年の変化
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習志野市
N a r a s h i n o C i t y

コロナ禍の生活で認知件数は減少→再び増加傾向
２
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過去３年間の学年別のいじめ認知件数 習志野市
N a r a s h i n o C i t y

学年が上がるごとに

いじめの認知件数は減少していく

３

いじめの態様
習志野市
N a r a s h i n o C i t y

４

コロナ以前と傾向は変わらない。からかい等が一番多い。
スマートフォン・メール、SNS等が少数だがある。
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令和４年度1学期に認知した
いじめの解消状況（令和５年２月末現在）

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

５

令和4年１学期に認知したいじめの解消は

小学校９９％、中学校で９８％

小学生 中学生

令和４年度
１学期いじめアンケートに
よるいじめの認知件数 １１２４ ４５
上段の件数のうち現在も
いじめ継続と回答している
もの（３学期） ２ １１１２２件減少

（９９％解消）
４４件減少
（９８％解消）

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

６

令和4年２学期に認知したいじめの解消は

小学校９８％、中学校で９４％

小学生 中学生

令和４年度
２学期いじめアンケートに
よるいじめの認知件数 ８９３ ３６
上段の件数のうち現在も
いじめ継続と回答している
もの（３学期） １７ ２８７６件減少

（９８％解消）
３４件減少
（９４％解消）

令和４年度２学期に認知した
いじめの解消状況（令和５年２月末現在）



・いじめ認知件数は、コロナの影響により大幅な減
少となった令和２年から年々増加している。
いじめの認知への意識も広がり、積極的な認知が
早期対応・発見につながっている。

７

いじめの認知件数について

「冷やかしやからかい」が最も多い。
「パソコンや携帯電話で、トラブルなども・・・」
継続的な情報モラル教育が必要。

いじめの態様について

令和４年度１学期認知したいじめ 99.7%解消
２学期認知したいじめ 98  %解消

令和４年度認知したいじめの解消率について

いじめ対策における課題 習志野市
N a r a s h i n o C i t y

「相談していない」「相談する相手がわから
ない」と答えた児童生徒が依然として存在

８

脱いじめ傍観者教育

匿名メール相談WEBアプリ

教育相談の充実

SOSの出し方教育



昨年度から導入
小学校5年から中学3年生まで

匿名メール相談WEBアプリ 習志野市
N a r a s h i n o C i t y

いじめ

・首を絞められる ・悪口を言われる

・クラス内にいじめをされている子がいる

・友達に無視される ・仲間外れにされる

気持ちに共感

情報収集

情報を共有
校長へ連絡

見守りを

強化

総合教育センター 指導課 学校

対応
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匿名メール相談WEBアプリ

における相談状況（令和４年度）

小学生：WEBアプリでの相談数が多い。

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

１０



脱いじめ傍観者教育の実践

いじめの場面に直面した時に第三者として
どんな行動をとるか？
身近な事例を題材に考える授業プログラム

仲裁者傍観者 相談者

1１

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

SOSの出し方教育の継続 習志野市
N a r a s h i n o C i t y

「困った・助けて」と感じたら、声を上げていいよとい
うことを児童生徒に身近な事例教材を通して、
学活・集会などで伝える。

1２



教育相談の充実のため

市内全小中学校で教育相談を実施
・教育相談期間を各学校の実態に
合わせて設定→行事計画に位置付ける

１３

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

いじめ防止、早期発見のために 習志野市
N a r a s h i n o C i t y

いじめの防止、早期発見を行い、
重篤化させないための手立て

１４

有識者、弁護士による教職員の研修

児童生徒主体のいじめ防止活動

いじめ根絶に向けた出張授業



いじめ防止、早期発見に向けた研修

千葉県いじめ対策調査会会長
嶋﨑政男氏による教職員研修
（４月１８日実施）

１５

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

①校長会議、生徒指導主任会議での研修

②中学校区による弁護士によるいじめ対応研修

いじめ根絶へ向けた児童生徒向け出張授業

弁護士による研修
全中学校区での実施

児童生徒向け授業
本年度３つの小学校で実施

いじめ対応教職員研修

１６

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

研修内容の一部



弁護士による児童生徒向け出張授業

１７

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

【対象】
小学生の４〜６年と中学生

【実施校】
・令和５年度３校（10月～12月実施予定）
・令和６年度１０校
・令和７年度１０校

３年で全ての小中学校で実施

今年度から実施

重大事態に関する公表ガイドライン

１８

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

重大事態に関する調査結果について、
児童生徒への影響等を総合的に勘案して、
適切に判断し、特段の支障がない場合に
ついては公表する。

適切ないじめ指導体制の構築
教育行政の推進のため

習志野市公表ガイドイラン

・対象児童生徒及びその保護者への
説明並びに意向を確認
・概要版を作成し、6ヶ月間それを公表



習志野市いじめ防止基本方針の改訂

１９

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

改訂のポイント①

学校いじめ防止基本方針の策定

「学校ホームページ等で公表することを通じ
て、児童生徒、保護者や地域住民の声を聞く
等により」 表記を追加

習志野市いじめ防止基本方針の改訂

２０

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

改訂のポイント②

学校におけるいじめの防止等に関する措置
（ア）未然防止

「法や自校の学校基本方針について学ぶ」
「傍観者の中からいじめを抑止する仲裁者や
いじめを告発する相談者が現れるためのいじ
め防止授業を実施する」

表記を追加



習志野市いじめ防止基本方針の改訂

２１

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

改訂のポイント③

学校におけるいじめの防止等に関する措置
（イ）早期発見

「教職員一人一人が知り得たいじめの情報は
学校のいじめの防止等の対策のための組織
に報告・共有する必要がある」

表記を追加

習志野市いじめ防止基本方針の改訂

２２

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

改訂のポイント④

学校におけるいじめの防止等に関する措置
（ウ）いじめに対する措置

「特定の職員で抱え込まずに、
集約担当を位置付け」

表記を追加



習志野市いじめ防止基本方針の改訂

２３

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

改訂のポイント⑤

重大事態への対処

「同種のいじめの再発防止のための
調査結果の公表」

表記を追加

令和５年７月１４日(金) 習志野市いじめ問題対策委員会資料
習志野市 学校教育部指導課津田沼小学校

いじめアンケートからの考察と
習志野市のいじめ対策について

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

ご当地キャラクター

ナラシド♪ 1



習志野市いじめ防止基本方針改訂案 新旧対照表 

現    行 改 正 案 

３ 市・教育委員会が実施すべき施策 

（４）学校及び学校の教職員の役割 

３．市・教育委員会が実施すべき施策 

（４）学校及び学校の教職員の役割 

①「学校いじめ防止基本方針」（以下「学校基本方針」という。）の策定 

学校は、その学校の実情に応じ、学校基本方針を策定する。学校基本方

針策定の意義は、各学校が実効性のあるいじめ問題への具体的な対応策を

決定するとともに、策定を通して、すべての教職員がいじめ問題への理解

をより一層深めるという研修の側面がある。協議等を通して全教職員の共

通理解のもと方針を決定・実行し、その成果を定期的に評価・点検して必

要に応じた学校基本方針の改善を行う。 

①「学校いじめ防止基本方針」（以下「学校基本方針」という。）の策定 

学校は、その学校の実情に応じ、学校基本方針を策定する。学校基本方

針策定の意義は、各学校が実効性のあるいじめ問題への具体的な対応策を

決定するとともに、策定を通して、すべての教職員がいじめ問題への理解

をより一層深めるという研修の側面がある。協議等を通して全教職員の共

通理解のもと方針を決定・実行し、学校ホームページ等で公表することを

通じて、児童生徒、保護者や地域住民の声を聞く等により、その成果を定

期的に評価・点検して必要に応じた学校基本方針の改善を行う。 

③学校におけるいじめの防止等に関する措置 

（ア）未然防止 

いじめはどの子供にも起こり得るという事実を踏まえ、「児童生徒

自らがいじめに関する問題を主体的かつ真剣に考えることができる

取り組み」「児童生徒が互いに良好な関係を築くことができる取り組

み」その他いじめの予防のための対策として、「道徳や特別活動の中

でいじめ防止授業を実施するなど各学校の実態に応じた取り組み」を

推進する。 

③学校におけるいじめの防止等に関する措置 

（ア）未然防止 

いじめはどの子供にも起こり得るという事実を踏まえ、「児童生徒

自らがいじめに関する問題を主体的かつ真剣に考え、法や自校の学校

基本方針について学ぶ取り組み」「児童生徒が互いに良好な関係を築

くことができる取り組み」その他いじめの予防のための対策として、

「道徳や特別活動の中で傍観者の中からいじめを抑止する仲裁者や

いじめを告発する相談者が現れるためのいじめ防止授業を実施する

など各学校の実態に応じた取り組み」を推進する。 

 



③学校におけるいじめの防止等に関する措置 

（イ）早期発見 

教職員はささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持

って、早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視した

りすることなく、いじめを積極的に認知するように努める。 

保護者には、いじめがあった場合の児童生徒の変化の特徴を示し、

気になる点がある場合は、速やかに学校に相談するよう周知する。 

③学校におけるいじめの防止等に関する措置 

（イ）早期発見 

教職員はささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持

って、早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視した

りすることなく、いじめを積極的に認知するように努める。教職員一

人一人が知り得たいじめの情報は学校のいじめの防止等の対策のた

めの組織に報告・共有する必要がある。 

保護者には、いじめがあった場合の児童生徒の変化の特徴を示し、

気になる点がある場合は、速やかに学校に相談するよう周知する。 

③学校におけるいじめの防止等に関する措置 

（ウ）いじめの対する措置 

いじめの発見・通報を受けた場合には、平素から報告連絡体制を徹

底し、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。事案

によっては、警察への通報など関係機関と速やかに連携する。 

③学校におけるいじめの防止等に関する措置 

（ウ）いじめの対する措置 

いじめの発見・通報を受けた場合には、平素から報告連絡体制を徹

底し、特定の教職員で抱え込まず、集約担当を位置づけ、速やかに組

織的に対応する。事案によっては、警察への通報など関係機関と速や

かに連携する。 

４ 重大事態への対処 ４ 重大事態への対処 

※現行は（１）～（３）まで （４）同種のいじめの再発防止のための調査結果の公表 

社会全体でいじめ問題を考える契機とし、教育委員会及び学校が当事

者として厳しく事実に向き合い公正かつ適切ないじめ指導体制の構築

と教育行政の推進に役立てるために、調査結果の概要を習志野市ホーム

ページで公表する。公表内容及び実施の判断は、教育委員会が別途定め

るガイドラインに従い、当該児童生徒及びその保護者の意向を踏まえて

決定する。 

 


